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現在進めています庁舎等の集約化について、「湧別町庁舎等集約化基本構想」を策定するにあ

たりパブリックコメント（意見募集）を実施しています。 

町ホームページの入力フォームで手軽に提出することができます。より多くの方のご意見を募

集するため、期間を延長しますので、皆さまからの積極的なご意見をよろしくお願いします。 
 

また、５月１７日までに入力フォームを利用して意見を提出した方は、不具合により届いてい

ないおそれがあります。深くお詫び申し上げますとともに、誠に申し訳ありませんが再度ご提出

をいただきますよう、お願いいたします。 
 

【募集案件】湧別町庁舎等集約化基本構想(案) 
 

【資料の閲覧場所】○上総務課、湧別庁舎（１階ロビー）、中湧別図書館、湧別図書館、町ホームページ 

（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/town/news.html?news=87） 

※上記場所に「意見提出用紙」を備えています。町ホームページからダウンロード可能。  
 

【募集期間】６月２日（金）まで 
 

【提出方法】●直接持参  ●郵送  ●ＦＡＸ（２－２５１１） 

 ●メール（somu＠town.yubetsu.lg.jp） 

●ホームページ（右の二次元バーコードからアクセスし入力フォームから提出） 
 

【留意事項】ご意見等を提出する際は、氏名、住所および連絡先を必ず記載してください。 

      ※詳細は４月２５日発行のかわらばん、町ホームページをご覧ください。 
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※提出された方の氏名、住所は公表しません。 

 

 

令和６年度採用予定の町職員（正職員）を、次のとおり募集します。 

 

【採用予定日】令和６年４月１日 

【採用予定数】１人 

【応募資格】●保健師の資格を有している、または資格を取得見込みで、平成６年４月２日以降 

に生まれた方 

●日本国籍を有する方 

      ●町内に在住する方または採用予定日までに居住する予定の方 

      ●普通自動車免許を所有している方（ＡＴ限定可） 

●地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

【勤務場所】湧別町役場 

【勤務時間・休暇】湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定によります。 

【給 与】湧別町職員の給与に関する条例の規定によります。 

      初任給は１９１，７００円です（年齢・前歴などにより加算あり）。 

【就業時資金貸付】修学中に借りている奨学金がある場合は、その返還資金として上限３００万円を、

奨学金の借り入れがない方には、就業時準備金として８０万円をお貸しします。 

どちらの貸付金も５年間在職すると返還を免除します。 

【応募方法】下記①～④の必要書類を、８月３１日（木）までに○上 総務課へ持参または郵送し 

てください。 

【必要書類】①町指定の申込書（○上 総務課および○湧福祉課に備えてあります。） 

      ②成績証明書（最終学歴のもの） 

      ③卒業証明書または卒業見込証明書（最終学歴のもの） 

      ④保健師免許証の写し（資格を有している方） 

【面接試験】採用の可否は、９月中旬に予定している面接試験にて決定します。応募者には後日 

文書にて通知します。 

 

 

 

 

 

月 日 内科当番 外科当番 

６月 ４日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（℡0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

６月１１日（日） 
みずしま内科クリニック 

（℡0158-42-3214） 

曽我病院 

（℡2-2001） 

６月１８日（日） 
はやかわクリニック 

（℡0158-49-2525） 

遠軽共立病院 

（℡0158-42-5215） 

６月２５日（日） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 
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保健師を募集します（正職員） 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

 

６月の当番病院のお知らせ 
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 町では、５月１６日から集団接種を以下の通り実施しています。接種券を順次送付しています

ので、届きましたら必ず中身をご確認ください。 

 

【接種対象者】新型コロナワクチンの１・２回目の接種を終了し、最後に接種した日から３カ月以

上を経過した次の方 

      (１)６５歳以上の方 

      (２)１２歳～６４歳の方で、基礎疾患を有する方・重症化リスクが高いと医師に認

められた方 

      (３)医療従事者、施設従事者 

      ※今回の接種では、（１）・（２）以外の方にワクチン接種の努力義務はありません。 
 

【会  場】文化センターＴＯＭ 
 

【ワクチンの種類】モデルナ社製ワクチン（オミクロン株対応） 
 

【予約方法】●（１）に該当する方 

  予約は不要です。 

オミクロン株対応ワクチンを接種済みの方へ、接種券と共に接種日を指定した案

内文を送付していますので、ご案内日にお越しください。 

※指定した日の都合が悪い場合や接種を希望しない方、または「未使用の接種券  

をお持ちの方」で接種を希望される方は○湧健康こども課までご連絡ください。 

●（２）、（３）に該当する方 

上湧別庁舎・湧別庁舎・中湧別出張所に備え付けてある「申請

書」を提出してください。また、町ホームページからもダウンロ

ードできます。申請後、接種券と共に接種日を指定した案内文を

同封いたします。なお、町が指定した日の都合が悪い場合は○湧
健康こども課までご連絡ください。 
 

【そ の 他】・転入された方で接種を希望される方は、○湧 健康こども課までお問い合わせください。 

・秋の接種について、詳細は未定です。国の方針が決まり次第、改めてお知らせします。 

・新型コロナワクチンなどに関する情報は、厚生労働省のホームページなどでも確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込みはお早めに！夏の総合健診 
 

お申し込みがまだお済みでない方は、下記までお電話ください。 

○湧健康こども課 健康相談グループ ℡５－３７６５ 

 

令和５年度春の新型コロナワクチン接種について 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

町ホームページ 

厚生労働省 

ホームページ 
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「風しんの追加的対策」として、風しんの抗体検査と予防接種(風しん第５期）を無料で実施

しています。忘れずに受けましょう。 

 

【対 象 者】昭和３７年４月２日～ 昭和５４年４月１日生まれの男性の方 

※対象者にはクーポン券が送付されていますが、転入などで湧別町のクーポン券 

 をお持ちでない方は○湧健康こども課へご連絡ください。 
 

【クーポン有効期限】令和６年３月１０日（日） 
 

【実施場所】事前に医療機関へ電話をし、受診方法についてご確認ください。 

①町内医療機関 

 ●ゆうゆう厚生クリニック ●曽我病院 

②町外医療機関 

 厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

猫の飼育に関する苦情が、町に多く寄せられています。ご近所とのトラブルを防ぐためにも、 

ルールやマナーを守り、飼い主の皆さんは次のことに気を付けてトラブルの防止に努めましょう。 

 

◆屋内で飼いましょう 

猫を外で飼うことで、他人の庭や畑を糞尿で汚したりするなど、近隣トラブルの原因となりま

す。交通事故や病気などの防止にもなりますので、屋内で飼育するようにしましょう。 

 

◆不妊や去勢手術を受けさせましょう 

繁殖を望まない場合は、不幸な命を増やさないためにも手術を受けさせましょう。 

 

◆野良猫へ餌を与えないでください 

野良猫に餌を与えることにより、周辺に居続け、鳴き声や糞尿、出産などによる増加で近隣に

迷惑をかけることになります。 

餌を与えた方が事実上の飼い主となりますので、責任を負うことができないのなら、絶対に餌

を与えないでください。 

 

◆猫の駆除・捕獲について 

猫は動物愛護法で愛護動物とされていることや、屋外にいても野良猫と飼い猫の区別がつかな

いことから、町では猫の捕獲・駆除はできません。 

なお、飼い主の無責任な理由で、ペットなどの動物を捨てる・殺す・衰弱させるなどの行為は

犯罪となりますので、絶対にやめましょう。 

 

令和５年５月２５日発行 No.328 

猫を飼っている方へお願いです 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

厚生労働省 

ホームページ 
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 犬の飼い主には飼い犬の登録（一生に一回）と予防注射（年一回）が法律で義務付けられてお

り、法律に違反した場合は罰則（２０万円以下の罰金）が適用されます。 

令和５年度の畜犬登録および狂犬病予防注射日程などは次のとおりです。お近くの会場で予防

注射を受けるようお願いいたします。 

 

【費用】●畜犬登録料        ３,０００円 

●予防注射料       ３,２４０円（注射済票発行手数料５５０円を含む） 

●予防注射往診料       ５００円 

●予防注射済票発行手数料   ５５０円 
 

【日程】 

月 日 実施場所 時間 

６月４日（日） 

栄 町 役場湧別庁舎前 午前 ９時００分～ ９時３０分 

登栄床 登栄床地区防災センター前 ９時５０分～１０時１０分 

芭 露 芭露地区会館前 １０時３０分～１０時５０分 

中湧別中町 老人憩の家前 １１時１０分～１１時３０分 

上湧別屯田市街地 上湧別農村環境改善センター前 １１時４０分～正午     

 

 

 

 

 

 

北見年金事務所による年金相談が、次の日程により開催されます。年金相談は、会場における

混雑を緩和しお客さまの相談時間を十分に確保するため、完全予約制です。相談予約は、電話に

てお申し込みください。 

開設日 開設会場 開設時間 

６月２１日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時   ～ 午後５時 

６月２２日（木） 午前 ９時   ～ 午後２時３０分 

７月 ６日（木） 遠軽町保健福祉総合センター・げんき21 
（遠軽町1条通北1丁目） 午前１０時   ～ 午後４時 

８月 ２日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時   ～ 午後５時 

８月 ３日（木） 午前 ９時   ～ 午後２時３０分 

 

【電話予約申込先】北見年金事務所お客様相談室 ℡０１５７－２５－８７０３ 

※相談日の１カ月前から受け付けしています。 

※人数に制限がありますので、詳しくは北見年金事務所お客様相談室まで 

お問い合わせください。 

 

 

畜犬登録および狂犬病予防注射を実施します（再掲載） 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和５年５月２５日発行 No.328 

北見年金事務所出張相談所を開設します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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「人通りの少ない道路や河川」、「人目に付かない場所」への悪質な不法投棄が一向に後を絶ち

ません。不法投棄はれっきとした犯罪です。景観を損ねるのはもちろん、水質や土壌など環境へ

の影響も心配されます。 

捨てたものが紙くずやカップラーメンの容器、貝殻などちょっとした家庭ゴミであっても「量

の多い少ない」、「ゴミの種類」、「どんな理由」があっても、それはゴミの「不法投棄」であり、

処罰（５年以下の懲役もしくは１千万円（法人は３億円）以下の罰金、またはその両方）の対象

となります。 
 

【被害の多い地域】 

 ●五鹿山道路 ●チューリップ街道 ●東９線道路 
 

【よく見る違法行為】 

 ●自己の敷地内における「ゴミの投棄」、「野焼き」 

 ●お店の駐車場に「タバコの吸い殻、空き缶、ペットボトルのポイ捨て」 
 

不法投棄を発見したなどの連絡があった場合、町は速やかに警察へ通報し協力して検挙につな

げています。湧別町の豊かな自然やきれいな町並みを守るため、これからも皆さんのご協力をお

願いするとともに不法投棄の撲滅にご協力くださいますようお願いします。 
 

※私有地に不法投棄が発生し、行為者が判明した場合はその行為者に撤去責任がありますが、行

為者が不明の場合は土地の所有者・管理者が撤去しなければなりませんので、不法投棄をされ

ないよう所有地の管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 初夏を迎え、行楽や産業活動と人の移動が活発になる時期です。町内での刑法犯の認知件数は

減少していますが、空き巣ねらい、事務所荒らし、車上ねらいなどの窃盗事件がまだまだ発生し

ています。空き巣ねらいや車上ねらいを防ぐため、次のことに気をつけましょう。 

 

●空き巣ねらいを防ぐために～チェックしましょう わが家の盲点～ 

 ①鍵は確実にかけましょう！   ②窓の開けっ放しにご用心！ 

 ③合鍵を安易に置かない！    ④新聞をためない！ 

 ⑤足場になるものを家のまわりに置かない！ 

 

●車上ねらいを防ぐために 

 ①必ずドアをロックしましょう！ ②手荷物はいつも持ち出しましょう！ 

 ③明るい駐車場を選びましょう！ ④防犯装置を取り付けましょう！ 

 

 

 

 

空き巣ねらい、車上ねらいに気をつけて！ 
○上住民税務課 住民生活Ｇ（安心の街づくり協議会）２－５８６３ 

不法投棄は犯罪です 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

 

令和５年５月２５日発行 No.328 
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次の日程で芭露保育所を開放します。普段は見られない子どもたちが活動する様子をご覧くだ

さい。※３歳以上児のみ 
 

【日 時】６月６日（火）午前９時３０分～１１時 

【申込方法】事前申し込みは不要です。ご自由にお越しください。 

【問い合わせ先】芭露保育所 ℡６－２０２６ 

 

 

 

 

 

子育て支援センターで「センサリーボトル」、「子ども向けチューブブレスレット」作り講座を

開催します。 

センサリーボトルは、「自立していて、有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び

続ける姿勢を持った人間を育てる」ことを目的とした、モンテッソーリ教育の生みの親、マリ

ア・モンテッソーリが作った知育玩具です。センサリーボトルの「センサリー」には感情という

意味があります。ボトルの中に好きなラメやビーズを入れて動かすだけで、子どもの怒りをしず

めたり落ち着かせたりする効果があるといわれています。この機会に作ってみませんか。 
 

【日  時】６月２１日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別子育て支援センター（栄町） 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者  

【定  員】５組程度 

【申込締切日】６月１４日（水） 

【申 込 先】湧別子育て支援センター ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

電子メールでも受け付けています。保護者氏名・住所・連絡先・託児の有無・ 

お子さんの氏名と年齢を入力して送信してください。 

メールアドレス suku.suku@town.yubetsu.lg.jp 

 

 

 

住まいの情報バンクに登録する「空き家」「空き地」を募集しています 
 

町では、町内の「空き家」「空き地」の物件情報を町ホームページや 

移住者向けの雑誌などに掲載し、売却・賃貸を希望する物件所有者と、 

購入・賃借の利用希望者をつなげる「住まいの情報バンク」を実施して 

います。制度の利用は無料ですので、ぜひご活用ください。 
 

【問い合わせ先】○上企画財政課未来づくりグループ（℡２－５８６２） 

 

 

 

手作りおもちゃ講座を開催します 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

子育て支援センター 

メールアドレス 

令和５年５月２５日発行 No.328 

芭露保育所を開放します 
○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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子育て支援センターでは、親子が一緒に楽しく遊ぶ育児学級や、お母さんのための講座などさ

まざまな活動を行っています。乳幼児とその保護者の方であれば、どなたでも利用できますので、

ぜひ一度遊びに来てみてください。 

 

日 育児学級など 湧別子育て支援センター開放 

１（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

２（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）       午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

３（土）  午前9時～午後5時 

４（日） 閉館  

５（月） ★育児学級ぴよぴよ（湧別子育て支援センター）        午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

６（火） ★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

７（水）  午前9時～午後5時 

８（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

９（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）       午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

１０（土）  午前9時～午後5時 

１１（日） 閉館  

１２（月） ★育児学級ぴよぴよ（湧別子育て支援センター）        午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

１３（火） 
★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 

リーディング倶楽部たんぽぽ 読み聞かせ会 ※申し込み不要  午前11時～11時15分 
午後1時～午後5時 

１４（水）  午前9時～午後5時 

１５（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

１６（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）       午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

１７（土）  午前9時～午後5時 

１８（日） 閉館  

１９（月） 乳幼児相談（湧別子育て支援センター）※申し込み必要     午前10時～正午 午後1時～午後5時 

２０（火） ★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２１（水） 手作りおもちゃ講座（湧別子育て支援センター）※申し込み必要 午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２２（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

２３（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）       午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

２４（土）  午前9時～午後5時 

２５（日） 閉館  

２６（月） ★育児学級ぴよぴよ（湧別子育て支援センター）        午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２７（火） ★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２８（水）  午前9時～午後5時 

２９（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

３０（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）        午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

※町内に実家があり、里帰り出産などで帰省されている方であっても、お申し込みいただければ 

利用できます。 

※湧別子育て支援センター開放は、親子で一緒に遊んだり絵本を読んだり、自由に過ごせます。 

※乳幼児相談や講座には申し込みのうえご利用ください。 

★育児学級は、事前登録制です。妊婦の方も対象です。湧別子育て支援センターへ直接または 

ファクス（FAX５－２２３７）にてお申し込みください。 

子育て支援センター６月の予定表を掲載します 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 湧別子育て支援センター ５－２４３２ 

令和５年５月２５日発行 No.328 
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 北海道では、食料品などの物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減と道産品の消費

拡大を図るため、平成１７年４月２日から令和５年９月３０日までに生まれた児童がいる道内の

世帯に商品を支給する事業を実施しています。 
 

【支給対象】申請日において次のいずれかに該当する世帯 

      ①道内で対象児童と同居している世帯 

      ②道内で対象児童だけで構成する世帯 

      ③保護者は道内に在住し、道外で支給対象児童だけで構成する世帯 

※対象児童：平成１７年４月２日から令和５年９月３０日までに生まれた児童 

      ※世帯  ：住居および生計を共にする方の集まり、または、独立して住居を維

持、もしくは独立して生計を営む単身者 

      ※保護者 ：父母、養父母、未成年後見人、施設の長、里親など、対象児童を現に 

監護する方 
 

【支 給 品】支給対象の世帯ごとに、次のいずれか１つを選択 ※１世帯あたり１回限り 

商品 内容 

商品券 

｢おこめギフト券(発行者：全農)｣または｢おこめ券(発行者：全米販)｣ 

6,160円相当分(440円×14枚) 

｢牛乳贈答券(発行者：ホクレン)｣2,000円相当分(200円×10枚) 

計 8,160円相当分 

電子 

クーポン 

北海道産の｢米｣と｢牛乳｣を購入できる電子クーポン 

計 8,160円相当分 

※利用期限：令和 6年 1月 21日(日)まで 

北海道米 

セット 

｢精米セット｣ 

精米ゆめぴりか(5kg)2袋・精米ななつぼし(5kg)1袋 

8,160円相当分(送料含む) 

｢無洗米セット｣ 

無洗米ゆめぴりか(5kg)2袋・無洗米ななつぼし(5kg)1袋 

8,160円相当分(送料含む) 
 

【申請期間】９月３０日（土）まで 

      ※郵送の場合は当日消印有効 

      ※令和５年８月１日（火）から９月３０日（土）に生まれた新生児を対象に申請す

る場合の申請期限は令和５年１０月３１日（火）まで 
 

【申請方法】①電子申請 北海道専用ホームページから申請 

      ②郵送申請 北海道専用ホームページから申請書をダウンロードし郵送で申請 
 

【提出書類】申請書、本人確認書類（住民票、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、 

運転免許証(表裏)など） 
 

【問い合わせ先】申請者用コールセンター ℡０１１－３５０－７３７１ 

 午前９時～午後５時 

 

北海道 お米・牛乳子育て応援事業を実施しています 
○湧健康こども課児童支援G ５－３７６５ 

令和５年５月２５日発行 No.328 

専用ホームページ 
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食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を

行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を給付します。 

【概 要】 

区分 ひとり親世帯 ひとり親ではない世帯 

給付 

対象者 

以下の①～③のいずれかに該当する方。 

 

①令和５年３月分の児童扶養手当受給者。 
 

②公的年金などを受給しているため、令和５

年３月分の児童扶養手当が支給されてい

ない方。 
 

③食費などの物価高騰の影響を受けて家計

が急変するなど、収入が児童扶養手当の受

給者と同じ水準の方。 

 

以下の①または②に該当する方。 

 

①令和４年度子育て世帯生活支援特別給付

金の支給対象者で、１８歳未満の児童を養

育している方。（特別児童扶養手当支給対

象児童を養育している方は２０歳未満ま

で対象です。） 

 

②子育て世帯で、令和 5年１月１日以降の収

入が住民税（均等割）非課税相当の収入と

なった方。 

給付額 対象児童１人あたり５万円 

手続方法 

①の方は、申請不要です。 

 

②③の方は、申請が必要です。通帳の写しな

ど振込先の分かるものご用意のうえ、令和５

年６月１日（木）～令和６年２月２９日（木）

に○湧健康こども課にて申請してください。 

①の方は、申請不要です。 

 

②の方は、申請が必要です。通帳の写しなど

振込先の分かるものご用意のうえ、令和５年

６月１日（木）～令和６年２月２９日（木）

に○湧健康こども課にて申請してください。 

※１８歳未満：平成１７年４月２日～令和６年２月２９日生まれ 

※２０歳未満：平成１５年４月２日以降生まれ 

 

 

 

 

 

 

 

町では、地球温暖化防止や省エネルギーのための温度管理の徹底、執務環境の向上を目的とし 

て、執務室における職員の軽装での執務を次の期間で行っていますのでご理解をお願いいたしま

す。 
 

【実施期間】１０月３１日（火）まで 

【軽 装 例】上着を着用しない、ノーネクタイ、半袖シャツなどの着用 

 

 

 

 

子育て世帯生活支援特別給付金を給付します 
○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

令和５年５月２５日発行 No.328 

軽装での執務（クール・ビズ）にご理解願います 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 
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昨年度の現況届から毎年６月１日現在の受給者の状況を公簿などで確認しますので、児童の養

育状況が変わっていなければ、児童手当の現況届の提出は原則不要ですが、公簿で確認できない

場合は提出が必要になります。 

 

●下記の①～⑤に該当する場合は現況届の提出が必要になります。 

①離婚協議中で配偶者と別居している場合 

②支給要件児童の戸籍や住民票がない場合 

③配偶者からの暴力などから避難しており、住民票の所在地が湧別町と異なる場合 

④法人である未成年後見人、施設などの受給者の場合 

⑤その他、湧別町から提出の案内があった場合 

 

●対象の方には、６月に「現況届」の用紙を送付しますので、必要書類を添えて提出してください。  

現況届を提出いただけない場合は、６月以降の児童手当が受給できませんので、期限までに必

ず提出いただくようお願いいたします。 

※特例給付の支給について所得上限額が設けられており、所得額により手当が支給されない場

合があります。  

 

●所得上限限度額以上のために令和４年６月分から資格が無くなった方へ 

令和５年度（令和４年分）の所得が上限額未満となり、手当などを受給できるようになった場

合は、改めて期限までに認定請求の申請が必要になります。申請には、町から送付された「町

民税・道民税（特別徴収）税額の決定通知書」などを持参してください。 

※所得の基準額については、ホームページでご確認ください。 

 

【提出期限】６月３０日（金） 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日は中湧別出張所のみ） 

【提 出 先】○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

 

 

 

 

 

【日 時】６月１１日（日）午後１時 ※天候により中止する場合があります 

【会 場】かみゆうべつチューリップ公園 駐車場（北兵村一区） 

【サイレン】全地区 午後０時３０分にサイレンを吹鳴します。 

 

 

 

 

 

 

湧別町消防団春季消防演習を開催します 
遠軽地区広域組合 消防署 上湧別出張所 ２－４１１１・湧別出張所 ５－２３３８ 

児童手当・特例給付の「現況届」の提出が必要な場合があります 
○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

令和５年５月２５日発行 No.328 
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ガソリン、灯油、油性燃料など、危険物に起因する事故は年々増加傾向にあります。 

事故が起こると、付近の土壌や河川が汚染され、産業や日常生活にも影響を与えます。危険物

を取り扱う事業所の方は、事業所における自主保安の重要性を再確認しましょう。 

また、家庭内においても、危険物に該当する製品の取り扱い上の注意事項をよく読むなど、身

の回りにある危険物などの性質および取り扱いを十分理解し、危険物に関する事故発生を未然に

防止しましょう。 

 

今年度の危険物安全週間推進標語 「意志つなぐ 連携プレーで 事故防ぐ」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の日程で移動献血車が町内を巡回します。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【献血できない方】新型コロナウイルスワクチンを接種された方は、次の期間献血できません。 

         ●ＲＮＡワクチン           ：接種後４８時間 

         ●ノババックスワクチン        ：接種後２４時間 

         ●ウイルスベクターワクチン（アストラゼネカ製）：接種後 ６週間 
 

※血液センターでは、献血にご協力いただいた方々へ、後日郵送により７項目の生化学検査成績

および８項目の血球計数検査成績をお知らせしています。ご自身の健康管理にお役立てくださ

い。 

 

 

 

月 日 実施場所 時間 

６月７日（水） 

役場湧別庁舎 前 午前１０時００分～１１時４０分 

湧別オホーツク園 前 午後 １時１０分～ １時４０分 

湧別町農業協同組合 本所 前 ２時１０分～ ３時１０分 

湧別漁業協同組合 前 ３時４０分～ ４時３０分 

６月４日～１０日は危険物安全週間です 
遠軽地区広域組合 消防署 上湧別出張所 ２－４１１１・湧別出張所 ５－２３３８ 

「AED無料で貸し出します！」 

遠軽地区危険物安全協会では、地域住民が参加する催物、各種大会時に AED（自動体外

式除細動器）の無料貸出事業を行っています。 

 

【申込先】遠軽地区広域組合消防本部予防課内 遠軽地区危険物安全協会事務局  

℡０１５８―４２―７６００ 

 

献血にご協力をお願いします 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和５年５月２５日発行 No.328 
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 町内にお住まいでスマートフォンの購入を検討している方、基礎的な操作方法について学び

たい方を対象に開催します。 

スマートフォンを持っていない方でも参加できますので、お気軽にご参加ください。 
 

【日  時】①６月２９日（木）【午前の部】１０時３０分～正午 【午後の部】１時３０分～３時 

      ②６月３０日（金）【午前の部】１０時３０分～正午 【午後の部】１時３０分～３時 

      ※内容は全教室共通で、受講は１人１回までです。 

申し込みの際に日程、午前の部か午後の部か希望をお伝えください。 
 

【場  所】文化センターさざ波 中会議室（栄町） 
 

【対  象】おおむね６０歳以上の方 
 

【講  師】㈱ソフトバンク（現地講師２人、オンライン講師１人） 
 

【定  員】各教室８人 ※先着順 
 

【参加料金】無料 
 

【申込方法】６月２３日（金）までに社会教育課にお電話でお申し込み下さい。 
 

【持 ち 物】筆記用具 

      ※当日はこちらで用意したスマートフォンをご使用いただきます。 

※参加者全員が共通の操作を行っていただくため、自身でお持ちのスマートフォン 

は使用できません。 

 

 

 

 

 

 健康で豊かな食生活を家族皆さんで楽しんでいただけますよう、加工実習講習会を開催します。 

ぜひご参加ください。 
  

【日 時】６月１５日（木） 午後１時～４時  
 

【場 所】地場産品加工センター（錦町） 
 

【対 象】町民の方（小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴が条件です。） 
 

【品 目】豆腐、おからドーナツ 
 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、持ち帰り用袋、長靴（２３cm以下の方） 
 

【費 用】１人 ５００円 
 

【人 数】１０人程度 ※申込者が多い場合は、初めての方を優先します。 
 

【申込方法】６月１１日（日）までに、地場産品加工センター（℡５－３７２２）へお申し込み 

ください。 
 

【そ の 他】地場産品加工センターの５～８月の開館時間は、午前９時～午後５時です。 

休館日は月・火・金曜日と祝日です。 
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加工実習講習会を開催します 
○上農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

高齢者向けスマートフォン教室を開催します 
社会教育課社会教育G ５－３１３２ 
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花いっぱいの道実行委員会などが中心となり、住民の皆さんにより国道花壇に植えられている

チューリップ球根を次のとおり提供します。各自で掘り取りのうえご活用ください。 

ただし、一部提供できない花壇がありますので、ご注意ください。 

 

【提 供 期 間】６月５日（月）～８日（木）の４日間 

（期間中でも、抜き取りを終了している花壇があります。） 
 

【対 象 場 所】●上湧別小学校前～湧愛園前の国道花壇 

        ●社会福祉会館前（中湧別南町）～旧中湧別駅前通の国道花壇 

        対象外旧中湧別駅前通～９号線（柴田家具店前）の国道花壇は提供できません。  
 

【花 の 色】赤、黄色、ピンクの３色があります。 
 

【掘り取りの際は…】交通事故に十分に気をつけて、球根に茎と葉が付いた状態で掘り取ってください。  
 

【そ の 他】●上湧別地区は６月１０日（土）までに、南町地区は６月１１日（日）に、国 

         道花壇に咲いていたチューリップの抜き取りを行います。抜き取ったチュー 

リップは６月１２日（月）に町が回収しますが、家庭で出たゴミは回収しま 

せんので、その場に出さないようにお願いいたします。 

              ●むやみに花壇に入ったり、車両で乗り入れたりしないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 スプレー缶やカセットボンベなどは中身が残ったまま排出すると、ゴミ収集車の火災事故の原

因となり、たいへん危険です。排出するときは必ず中身を使い切って出すようにしてください。 

 

【排出方法】 

①缶を振って音を確認します。 

音がする場合は、まだ中身が残っています。必ず使い切るようにしましょう。 

②ガス抜きをします。※穴は開けないでください。 

缶を振って音がしない場合でも、缶の中にガスが残っている場合があります。ガス抜きキャ 

ップを使うか、スプレーボタンを押して完全にガスを出し切ってください。 

※スプレー缶のガス抜きを行うときは、火気のない風通しのいい野外で、周囲に配慮しなが 

ら行ってください。一度に大量のガス抜きを行うのはたいへん危険です。 

③燃やさないゴミとして出します。 

ガスを出し切ったことを確認したら、穴を開けずに燃やさないゴミの袋に入れて排出してく 

ださい。 
 

※缶の中身をどうしても空にできない場合は、商品に記載されているお客様相談室や販売店、 

  販売元にお問い合わせください。 

 

国道花壇のチューリップ球根を提供します 
○上総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 
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スプレー缶・カセットボンベの出し方 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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 町では、有害鳥獣による農林水産物および人畜への被害防止対策を猟友会の協力を得て行って

いますが、年々高齢化により会員が減少している状況です。 

 今後にわたり、有害鳥獣を適切に捕獲し被害を防止するため、新たに有害鳥獣捕獲に必要な狩

猟免許取得および猟銃所持許可取得ならびに猟具などの購入に要する経費を補助します。 

 

【対 象 者】下記の要件をすべて満たす方 

①町内に住所を有していること。 

       ②町税および使用料などに滞納がないこと。 

       ③町内の猟友会（上湧別・湧別・芭露部会のいずれか）に入会し、補助金を受け

た年度の翌年度から継続して５年間有害鳥獣捕獲に従事すること。 

【対象となる内容】 

対象経費 補助額 備考 

狩猟免許取得 

免許取得費用の２分の１の額 

（１,０００円未満は切り捨て） 
１回のみ利用可 

猟銃所持許可取得 

猟銃の購入および 

銃や弾の保管庫の購入 
購入費用の２分の１の額 

（１,０００円未満は切り捨て） 

※１０万円が上限 

１回のみ利用可 

個人同士の売買による猟具の取得

は補助対象外 

わななどの購入 

 

【申 請方 法】狩猟免許および猟銃所持許可取得日、猟具、銃猟具を取得した日から３カ月以内   

に次の書類すべてをそろえ、○湧水産林務課へ申請してください。 

       ①狩猟免状の写し 

       ②猟銃所持許可証の写し 

       ③経費の支払いを証明できる領収書 

       ④猟友会に所属したことを証する書面 

       ⑤誓約書 

 

 

 

 

 

 

狩猟免許取得などを補助します 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３   
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家庭や事業者が原油価格や物価高騰の影響を受けていることから、生活や事業活動を支援する

ため、上水道・簡易水道の使用者は水道基本料金４カ月分の免除、地下水など自家用水のみの使

用者は支援金の給付を行います。 

 

◆上水道・簡易水道を使用している方 
 

【対 象 者】●本町の上水道・簡易水道（官公団体用を除く）を契約している方。 

●本町に住所を有し、紋別市沼の上簡易水道（団体用を除く）を契約している方。 
 

【支援内容】６月～９月（４カ月間）請求分の水道料金の「基本料金」を免除します。なお、「高 

齢者用」につきましては、１，１００円を６月～翌年１月まで（８カ月間）免除しま 

す。 

請求は水道料金の「超過料金」と下水道使用料（通常どおり）の合計額となります。 
 

【申請方法】手続きは不要です。 
 

【問い合わせ先】○上水道課 ℡２－５８６７ 

 

  

◆地下水など自家用水のみを使用している方・営農用水を利用している方  
 

【対 象 者】６月１日現在、本町に住所を有し、本町の上水道・簡易水道、紋別市沼の上簡易水 

道を契約しておらず、自家用水のみ、または営農用水を使用している世帯の世帯主。 

対象外●給水契約者と同一の水道を使用している世帯（２世帯住宅など）。 

●高齢者福祉入所施設に入所または病院などに入院のため、町水道（上水 

道、簡易水道）を休止している世帯。 
 

【支援内容】１世帯あたり８,８００円を給付します。 
 

【申請方法】下記の申請書類を６月１日（木）～８月３１日（木）までに、○上企画財政課、○湧福祉課、

中湧別出張所、芭露出張所のいずれかに提出するか、○上企画財政課へ郵送してください。 

郵送先：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 企画財政課企画グループ あて 
 

【申請書類】●申請書（押印が必要です） 

各申請窓口に備えてあります。また、町ホームページからダウン 

ロードできます。 

      ●振込先を確認できる書類 

       金融機関・支店名、口座番号、口座名義人が確認できる、通帳ま 

たはキャッシュカードの写しなど 
 

【問い合わせ先】○上企画財政課 ℡２－５８６２ 

 

◆詐欺や不審電話にご注意ください！ 
 

 今回の支援金の給付に関し、役場職員が訪問したり、ＡＴＭの操作をお願いしたりすること

はありませんので、ご注意ください。 

水道や自家用水を利用している方へ支援を行います 
○上水道課 上下水道G ２－５８６７・○上企画財政課 企画G ２－５８６２ 

町ホームページ 
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こちらは申請が必要です！！ 


